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伊 丹 市 水 道 事 業 給 水 条 例 及 び 伊 丹 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 水 道 事 業 給 水 条 例 及 び 伊 丹 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て ， 給 水 装 置 又 は 排 水 設 備 に 係 る 工

事 を 施 行 す る 者 を 追 加 す る ほ か ， 所 要 の 改 正 を 行 う た め 。  
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伊 丹 市 水 道 事 業 給 水 条 例 及 び 伊 丹 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

（ 伊 丹 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  伊 丹 市 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 ９ 年 伊 丹 市 条 例 第 ３ ９ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ７ 条 第 １ 項 中 「 （ 以 下 「 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 」 と い う 。 ） 」  

を 削 り ， 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し ， 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て ， 管 理 者 が 他 の 水 道

事 業 者 （ 法 第 ３ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 水 道 事 業 者 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 又 は 他 の 水 道 事 業 者 が 法 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 指 定 を し

た 者 が 給 水 装 置 工 事 を 施 行 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， こ

の 限 り で な い 。  

第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 が 」 を 削 り ， 「 場 合 」 

を 「 者 （ 管 理 者 を 除 く 。 次 条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め ，

同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し ， 管 理 者 が そ の 必 要 が な い と 認 め る と き は ， こ の 限 り

で な い 。  

  第 ７ 条 第 ３ 項 中 「 工 事 」 を 「 給 水 装 置 工 事 」 に 改 め る 。  

第 ８ 条 第 ２ 項 中 「 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 」 を 「 給 水 装 置 工 事

を 施 行 す る 者 」 に 改 め る 。  

第 ３ ８ 条 第 ２ 項 中 「 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 」 を 「 第 ７ 条 第 １

項 に 規 定 す る 者 」 に 改 め る 。  

（ 伊 丹 市 下 水 道 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  伊 丹 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 ４ ３ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２ ９ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ４ 条 第 １ 項 た だ し 書 中 「 委 託 し た 場 合 に お い て 」 を 「 委 託 し ， 」  

に ， 「 と き 」 を 「 場 合 そ の 他 管 理 者 が 確 認 の 必 要 が な い と 認 め る

場 合 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し ， 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て ， 管 理 者 が 他 の 公 共
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下 水 道 管 理 者 （ 法 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 共 下 水 道 管 理 者 を

い う 。 ） の 指 定 を 受 け た 業 者 に 工 事 を 行 わ せ る 必 要 が あ る と 認

め る と き は ， こ の 限 り で な い 。  

第 ５ 条 第 ２ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し ， 管 理 者 が そ の 必 要 が な い と 認 め る と き は ， こ の 限 り

で な い 。  

第 ７ 条 第 １ 項 中 「 指 定 工 事 店 」 を 「 排 水 設 備 の 新 設 等 を 行 つ た

業 者 」 に 改 め る 。  

付  則  

 こ の 条 例 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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